
総務課関係   



裁判員制度の円滑な施行に向けた介護サービスに係る環境の整備について  

○ 国民から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する裁判員制度は、平成21年5月   

21日に始まる。裁判員制度は国民の刑事裁判への参加によって、国民の視点や感   

覚が反映され、裁判がより身近なものとなり、司法への信頼も一層高まることが期   

待されている。  

○ 裁判員制度の円滑な施行に向けて、介護サービスに係る環境の整備を図っていく   

ため、昨年10月21目付事務連絡「裁判員制度の円滑な施行に向けた介護サービ   

スに係る環境の整備について」を都道府県・指定都市等に発出し、以下の2つの事   

項の御対応をお願いしているところである。  

① 各地方裁判所から各都道府県等に対して、連絡や要請があった場合には、適宜   

対応いただく等の御配慮を行っていただくこと。  

② 介護を行っている裁判員等から市区町村に相談があった場合に、裁判員等がそ   

の職務の間、要介護者等が介護サービスを適切かつ円滑に利用できるよう、必要   

な情報提供を行うこと。  

また、裁判員等が職務に従事している間、要介護者等が介護サービスを適切に   

利用できるよう、所管の事業所・施設に対して協力依頼をしていただくこと。  

※ 介護を行っている裁判員等から市区町村に相談があった場合は、具体的には、  

・既に要介護認定を受け、介護サービスを受けている者の家族から市区町村  

に対して相談があった場合には、デイサービス等の利用を勧め、  

・要介護認定を受けていない者の家族から市区町村に対して相談があった場  

合には、要介護認定の申請を行うことを勧める   

など適切な対応が図られるよう、御協力の程お願い申し上げる。  

○ これらの御対応を引き続き行っていただくことを改めてお願い申し上げるとと   

もに、裁判員制度の円滑な施行、運用に向けて、御協力をお願い申し上げる。  
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事  務  連  絡  

平成20年10月21日  

都道府県  

指定都市・中核市  

各地方裁判所所在市（区）  

障害福祉主管部（局） 殿  

高齢者福祉主管部（局） 殿  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

老  健  局  総  務  課  

裁判員制度の円滑な施行に向けた介護サービスに係る環境の整備について   

平素より厚生労働行政の推進に御協力頂き、厚く御礼申し上げます。   

さて、国民から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する裁判員制度が平成21年5月21  

日に始まります。裁判員制度については、国民の刑事裁判への参加によって、裁判の進め  

方やその内容に国民の視点や感覚が反映されるとともに、裁判がより身近なものとなり、  

司法への信頼も一層高まることが期待されています。   

そこで、裁判員制度の円滑な施行に向けて、平成17年8月3日に裁判員制度関係省庁  

等連絡会議が開催され、当該連絡会議において「裁判員制度の円滑な実施のための行動計  

画」が策定されています。   

当該行動計画においては、「高齢の要介護・要支援者や障害者を介護してい る者が裁判  

員の職務等により介護を行うことが一時的に困難となる場合、適所介護やショー トステイ  

等の利用が可能であることから、これらのサービス・事業について広く国民に周知する。  

また、厚生労働省、法務省及び最高裁判所は連携して、全国各地でこれらのサービス・事  

業の実施主体との協力体制が構築されるよう努め、介護してい る者が裁判員として刑事裁  

判に参加しやすい環境の整備を図る。」こととされているところです。   

つきましては、下記の事項に関して、御対応いただきますようお願い申し上げます。   

なお、御参考として、「介護サービス利用イメージ」（別紙1）、「裁判員裁判実施庁  

一覧」（別紙2）、「各地方裁判所取扱区域一覧」（別紙3）、「介護ニーズ試算表」（別  

紙4及び別紙5）及び「介護をしている裁判員等について」（別紙6）を添付させていた  

だきます。   

また、本事務連絡については、最高裁判所と協議済みであることを申し添えます。  
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記  

1．働こついて   

介護を行っている方が裁判員及び裁判員候補者（以下、「裁判員等」と言う。）として  

刑事裁判に参加しやすい環境の整備を実現するためには、各地方裁判所と都道府県・市   

区町村とが十分に連携を図る必要があります。   

そのため、裁判所が裁判員候補者に対して市区町村の担当窓口及びその連絡先を紹介  

することができるよう、各都道府県におかれましては、管内の市区町村の担当窓口をと   

りまとめて様式1及び様式2に御記入の上、平成20年10月28日までに管内の地方  

裁判所（支部を含む。）に対し、情報提供をお願いいたします（別紙2及び別紙3参照）。   

また、各地方裁判所から協議のための連絡や要請があった場合には、適宜御対応いた  

だくなど、御配慮いただきますようお願い申し上げます。  
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 2．介護サービス利用のための情報提供等の協力について   

裁判員等に選さ訝し、刑事裁判に参加した場合、裁判員等の職務に従事する間、高齢の  

要介護者・要支援者や障害者（以下「要介護者等」という。）の方の必要に応じて、介  

護サービスを適切かつ円滑に利用していただけるよう環境を整える必要があります。   

このため、介護を行っている裁判員等から市区町村に相談があった蓼合には、裁判員  

等がその職務の間、要介護者等が介護サービスを適切かつ円滑に利用できるように必要   

な情報を提供するなど、裁判員制度の円滑な施行に向けた介護サービスに係る環境の整  

備に御協力をお願い申し上げます。   

また、裁判員等に選ばれた方が裁判員等の職務に従事されている間、要介護者等が  

介護サービスを適切に利用できるよう、所管の事業所・施設に対して協力を依頼して  

いただくなどの御配慮をいただきますようお願い申し上げます。   

なお、最高裁判所の試算によると、介護ニーズについては、別紙4及び別紙5のとお   

りの程度とされていますので、各都道府県・市区町村におかれましては、介護サービス  

の適切な利用環境を整えるに当たっての御参考としていただきますようお願いいたし  

ます。   

また、介護を行っている方が裁判員等に選ばれた場合の要介護者の介護サービス利用  

イメージについては、別紙1を御参照ください。  
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〔担当者連絡先〕  

①厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

企画課企画法令係 西平   

Tel：03－5253－1111（内線：3022）   

Mail：nishihira－tOShihide＠血11w．go．jp  

②厚生労働省老健局総務課企画法令係 志鶴   

Tel：03－5253－1111（内線：3919）   

Mail：Shizuru－nOrikazu＠mhlw．go．jp  
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（別紙1）  

介護者が裁判員に選ばれた場合には、以下のような流れで介護サービスをご利用いただくことで裁判員として裁判にご参加いただけます。  

＼ 一 
、 ／慮1；㌻ご㌻、、   選任茶会鳶期日  ⊥＿＿⊥．＿ノ  

I 

∽
 
 

※1裁判員候補者が市町村の担当窓口にサービス利用の相談をすることも想定されます。  
※2審理日数は、3日以内が約7割（最高裁推計）  
※3裁判員候補者の人数は25人程度であり、裁判員・補充裁判員に選任される人数は8人  

程度、裁判員・補充裁判員に不選任となる人数は17人程度である。   



（別紙2）  

裁判長裁判実施庁一覧  
裁判員制度ウェブサイトhttD：／／www，Sa     banin．courts．go．ip／   

裁判所名   所 在 地  問い合わせ先   電 話 番 号   

旭川地方裁判所   070－8640  旭川市花咲町4   旭川地裁総務課   0166－51－6252   

札幌地方裁判所   060－0042  札幌市中央区大通酉11   札幌地裁総務課   011－231－4200   

釧路地方裁判所   085－0824  釧路市柏木町4－7   釧路地裁総務課   0154－4ト4171   

函館地方裁判所   040－8601  函館市上新川町卜8   函館地裁総務課   0138－42－2151   

青森地方裁判所   030－8522  青森市長島1－3－26   青森地裁総務課   017－722－5351   

盛岡地方裁判所   020－8520  盛岡市内丸9－1   盛岡地裁総務課   019－622－3165   

秋田地方裁判所   010－8504  秋田市山王7－卜1   秋田地裁総務課   018－824－3121   

仙台地方裁判所   980－8639  仙台市青葉区片平1－6－1   仙台地裁総務課   022－222－6111   

山形地方裁判所   990－8531  山形市旅篭町2－4－22   山形地裁総務課   023－623－9511   

福島地方裁判所   960－8512  福島市花圃町5－45   

福島地裁総務課   024－534－2156   

福島地方裁判所郡山支部   963－8566  郡山市深山1－2－26   

宇都宮地方裁判所   320－8505  宇都宮市小幡1－1－38   宇都宮地裁総務領   028－621－21‖   

前橋地方裁判所   371－8531  前橋市大手町3－1－34   前橋地裁総務課   027－231－4275   

水戸地方裁判所   310－0062  水戸市大町1－1－38   水戸地裁総務蘭   029－224－8408   

さいたま地方裁判所   330－0083  さいたま市浦和区高砂3－16－45   さいたま地裁総務課   048－863－4111   

千葉地方裁判所   260【0013  干葉市中央区中央4－1卜27   干葉地裁総務課   043－222－0165   

東京地方裁判所   100－8920  千代田区霞が関卜1－4   

東京地裁総務課   03－3581－5411   

東京地方裁判所八王子支部  
（※制度実施時までに∴立川市に移転予定）   

192－8516  八王子市明神町4－2卜1   

横浜地方裁判所   231－8502  横浜市中区日本大通9   

横浜地裁総務課   045－201－9631   

横浜地方裁判所小田原支部   250－0012  小田原市本町卜7－9   
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裁判所名   所 在 地  問い合わせ先   電言舌番号   

甲府地方裁判所   400－0032  甲府市中央1－10－7   甲府家裁蘭務課   055－235－1131   

長野地方裁判所   380－0846  長野市旭町1108   

長野家裁総務課   026－232－4991   

長野地方裁判所松本支部   390－0873  松本市丸の内10－35   

静岡地方裁判所   420－8633  静岡市葵区追手町10－80   

静岡地方裁判所沼津支部   410－8550  沼津市御幸町21」   静岡地裁総務課   054－252－6111  

静岡地方裁判所浜松支部   430－8520  浜松市中区中央一丁目12－5   

新潟地方裁判所   951－8511  新潟市中央区学校町道1－1   新潟地裁総務課   025－222－4131   

名古屋地方裁判所   460－8504  名古屋市中区三の丸卜4－1   

名古屋地裁総務課   052－203－9092   

名古屋地方裁判所岡崎支部   444－8554  岡崎市明大寺町奈良井3   

津地方裁判所   514－8526  津市中央3－1   津地裁総務課   059－226－4804   

岐阜地方裁判所   500－8710  岐阜市美江寺町2－4－1   岐阜地裁総務課   058－262－5121   

福井地方裁判所   910－8524  福井市春山1－1－1   福井地裁総務課   0776－22－5000   

金沢地方裁判所   920－8655  金沢市丸の内7－2   金沢地裁総務課   076－262－4421   

富山地方裁判所   939－8502  富山市西田地方町2－9－1   富山地裁総務課   076－42卜3810   

奈良地方裁判所   630－8213  奈良市登大路町35   奈良地裁総務課   0742－26－1271   

大津地方裁判所   520－0044  大津市京町3一卜2   大津地裁総務課   077－522－4281   

和歌山地方裁判所   640－8143  和歌山市二番Tl   和歌山地裁総務課   073－422－4191   

大阪地方裁判所   530－8522  大阪市北区西天満2一卜10   大阪地裁総務課   06－6363－1281   

大阪地方裁判所堺支部   590－8511  堺市堺区南瓦町2－28   大阪地裁堺支部庶務課  072－223－7001   

京都地方裁判所   604－8550  京都市中京区菊屋町   京都地裁総務課   075－211－4111   

神戸地方裁判所   650－8575  神戸市中央区橘通2－2－1   神戸地裁総務課   078－341－7521   
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（別紙2）  

裁判所名   所 在 地  問い合わせ先   電 話 番 号   

神戸地方裁判所姫路支部   670－0947  姫路市北条1－250   神戸地裁総務課   078－34ト7521   

岡山地方裁判所   了00－0807  岡山市南方1－8－42   岡山地裁総務課   086－222－6771   

広島地方裁判所   730－0012  広島市中区上八丁堀2－43   広島地裁総務課   082－228－0421   

鳥取地方裁判所   680－0011  鳥取市東町2－223   鳥取地裁総務課   0857－22－2171   

松江地方裁判所   690－8523  松江市母衣町68   松江地裁総務課   0852－23－1701   

山口地方裁判所   753－0048  山口市駅通り卜6－1   山口地裁総務課   083－922－1330   

高松地方裁判所   760－8586  高松市丸の内1－36   高松地裁総務課   087－851－1537   

徳島地方裁判所   770－8528  徳島市徳島町1－5   徳島地裁総務課   088－652－3141   

高知地方裁判所   780－8558  高知市丸ノ内卜3－5   高知地裁総務課   088－822一－8340   

松山地方裁判所   790－8539  松山市一番町3－3－8   松山地裁総務課   089－941－4151   

福岡地方裁判所   810－8653  福岡市中央区城内1－1   

福岡地裁総務課   092－78ト3141   

福岡地方裁判所小倉支部   803－8531  北九州市小倉北区金田1－4－1   

佐賀地方裁判所   840－0833  佐賀市中の小路3－22   佐賀地裁総務課   0952－23－3161   

長崎地方裁判所   850－8503  長崎市万才町9－26   長崎地裁総務課   095－822－6151   

大分地方裁判所   870－8564  大分市荷揚町7－15   大分地裁総務課   097－532－7161   

熊本地方裁判所   860－8513  熊本市京町1【13－11   熊本地裁総務課   096¶325－2121   

鹿児島地方裁判所   892－8501  鹿児島市山下町13－47   鹿児島地裁総務課   099－222－7121   

宮崎地方裁判所   880－8543  宮崎市旭2－3－13   宮崎地裁総務課   0985－23－2263   

那覇地方裁判所   900－8567  那覇市槌川卜14－1   那覇地裁総務課   098－855－3366   
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（別紙3）  

各地方裁判所取扱区域一覧   

裁判所名   取扱区域   

北海道の内  

旭川市 上川郡（石狩国 手塩国）深川市 雨龍郡 富良野市 空知郡（上冨良  
旭川地方裁判所  野町 中富良野町南富良野町）勇払郡（占冠村）名寄市 士別市 中川部  

（天塩国）枝幸郡紋別市 紋別郡（滝上町興部町西興部村 雄武町）留  
萌市 増毛都 留萌郡 苫前郡 稚内市 宗谷郡 利尻郡 礼文郡 天塩郡   

札幌市江別市千歳市恵庭市北広島市石狩市石狩郡岩見沢市美唄  
北海道の内  

札l幌地方裁判所  
市 三笠市 夕張郡 空知郡（南幌町 奈井江町 上砂川町）樺戸郡 夕張市  
滝川市 芦別市 赤平市 砂川市 歌志内市 室蘭市 登別市 白老都 伊達市  
有珠郡 虻田郡 苫小牧市 勇払郡（安平町厚真町 むかわ町）浦河郡 様  
似部 幌泉郡 日 吉郡 沙流部 新冠部 小樽市 会市部 古平部 積丹郡 岩   
北海道の内  

釧路市 釧路郡 厚岸郡 川∪ニ郡 阿寒都 白糠郡 帯広市 河西都 広尾郡  
釧路地方裁判所  十勝郡 上川郡（十勝国）河東郡 中川郡（十勝国）足寄郡 網走市 北見市  

斜里郡 網走郡 常呂郡 紋別郡（遠軽町 上湧別町 湧別町）根室市 標津  
都 野付都 目梨郡   
北海道の内  

函館地方裁判所  函館市 北斗市 上磯郡 亀田都 茅部郡 松前郡 山越郡 瀬棚郡 久遠郡  
二海部 捨山都 爾志郡 奥尻郡 寿都郡 島牧郡   

青森地方裁判所   青森県   

盛岡地方裁判所   岩手県   

秋田地方裁判所   秋田県   

仙台地方裁判所   宮城県   

山形地方裁判所   山形県   

福島地方裁判所   福島県（ただし，福島地裁郡山支部取扱区域内の自治体を除く。）   
福島県の内  

郡山市 須賀川市 田村市 本宮市 岩瀬都 田村郡 安達郡 白河市 西白河  
福島地裁郡山支部                郡 東白川都 石川都 会津若松市 喜多方市 耶麻郡 河沼郡 大沼都 南会  

津郡 いわき市 双葉郡   
宇都宮地方裁判所  栃木県   
前橋地方裁判所   群馬県   

水戸地方裁判所   茨城県   

さいたま地方裁判所  埼玉県   

千葉地方裁判所   千葉県   

東京地方裁判所   東京都（ただし，東京地裁八王子支部取扱区域内の自治体を除く。）   

東京都の内  

東京地裁八王子支部     八王子市 日野市 あきる野市 西多摩都 立川市 府中市 昭島市 調布市   国分寺市 国立市 狛江市 東大和市 武蔵村山市 武蔵野市 三鷹市 小金   
（※制度実施時までに．立川市  井市 小平市 東村山市 西東京市 清瀬市 東久留米市 青梅市 福生市 羽   
に移転予定）   村市 町田市 多摩市 稲城市   

横浜地方裁判所   神奈川県（ただし，横浜地裁小田原支部取扱区域内の自治体を除く。）   
神奈川県の内  

横浜地裁小田原支部     平塚市 中都 小田原市 秦野市 南足柄市 足柄上郡 足柄下郡 厚木市 伊  

勢原市 愛甲郡   

甲府地方裁判所   山梨県   

長野地方裁判所   長野県（ただし，長野地裁松本支部取扱区域内の自治体を除く。）   
長野県の内  

長野地裁松本支部     松本市 塩尻市 安曇野市 東筑摩郡 木曾郡 大町市 北安曇郡 諏訪市 茅  
野市 諏訪都 岡谷市 飯田市 下伊那郡 伊那市 駒ヶ根市 上伊那郡   

静岡地方裁判所   静岡県（ただし，静岡地裁沼津支部及び浜松支部取扱区域内の自治体を除く。）   
静岡県の内  

静岡地裁沼津支部  
野市 駿東郡 富士市 富士宮市 富士都 下田市 賀茂郡  
静岡県の内  

静岡地裁浜松支部  
び港を除く。）菊川市 周智郡  

新潟地方裁判所  新潟県   

名古屋地方裁判所  愛知県（ただし，名古屋地裁岡崎支部取扱区域内の自治体を除く。）   
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（別紙3）  
各地方裁判所取扱区域一覧  

裁判所名   取扱区域   

愛知県の内  

名古屋地裁岡崎支部     岡崎市 額田郡 安城市 碧南市 刈谷市 西尾市 知立市 高浜市 幡豆郡  
豊田市 西加茂部 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 宝飯郡 新城市 北設楽   

津地方裁判所   三重県   

岐阜地方裁判所   岐阜県   

福井地方裁判所   福井県   

金沢地方裁判所   石川県   

冨山地方裁判所   富山県   

奈良地方裁判所   奈良県   

大津地方裁判所   滋賀県   

和歌山地方裁判所  和歌山県   
大阪地方裁判所   大阪府（ただし，大阪地裁堺支部取扱区域内の自治休を除く。）   

大阪府の内  

堺市 高石市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 南河内郡 羽曳野市 松  
大阪地裁堺支部  

原市 柏原市 藤井寺市 岸和田市 泉大津市 貝塚市 和泉市 泉北郡 泉佐  
野市 泉南市 阪南市 泉南郡   

京都地方裁判所   京都府   

神戸地方裁判所   兵庫県（ただし．神戸地裁姫路支部取扱区域内の自治体を除く。）   
兵庫県の内  

姫路市 相生市 赤穂市 朝来市 神崎郡 赤穂郡 加古川市 高砂市 加古郡  
神戸地裁姫路支部                西脇市 小野市 加西市 加東市 多可郡 たつの市 宍粟市 揖保郡 佐用郡  

豊岡市 養父市 美方郡   
岡山地方裁判所   岡山県   

広島地方裁判所   広島県   

鳥取地方裁判所   鳥取県   

松江地方裁判所   島根県   

山口地方裁判所   山口県   

高松地方裁判所   香川県   

徳島地方裁判所   徳島県   

高知地方裁判所   高知県   

松山地方裁判所   愛媛県   

福岡地方裁判所   福岡県（ただし，福岡地裁小倉支部取扱区域内の自治体を除く。）   
福岡県の内  

福岡地裁小倉支部     北九州市 中間市 遠賀郡 行橋市 豊前市 京都都 築上郡   

佐賀地方裁判所   佐賀県   

長崎地方裁判所   長崎県   

大分地方裁判所   大分県   

熊本地方裁判所   熊本県   

鹿児島地方裁判所  鹿児島県   
宮崎地方裁判所   宮崎県   

那覇地方裁判所   沖縄県   
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（別紙4）  

介護ニーズ賦嘉凛（t高裁判所推計）①  
（全国の裁判■候補者の介護ニーズの賦算（2．0，も）を各地膿所在地の事件  

数ごとに割り撮り、介護ニーズのある裁判■敵を験算したもの）  

※ 最もニーズが多くなると考えられる月曜日の午前中であっても、1人以上のニーズ  
が見込まれるのは東京、大阪など大都市圏の一部のみ。その他のほとんどの地域の  
ニーズは1人未満と推計される。また、ニーズが低いと推計される火曜日以降は1人  
以上のニーズは見込まれていない。  

■件数  書1月■日  毎遭  

庁名  （平成10年）  午前  午後  
相川日    水Il日以降  

（暮位：件）   （＋位：人）   

総   数   2，643   69．25   37．64   7．65   6．20   
旭」ll地本庁   17   0．45   0．24   0，05   0．04   
札幌地本庁   70   1．83   l．00   0．20   0．16   
釧路納本庁   12   0．31   0．17   0．03   0．03   
函館地本庁   23   0．60   0．33   0．07   0．05   
青森地本庁   17   0．45   0．24   0．05   0．04   
盛岡地本庁   21   0．55   0．30   0．06   0．05   

－11－  
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（別紙5）  

介護羊－ズ試暮表（最高裁判所推計）②  
（全酋の畿判■候補者の介護ニーズの賦嘉（0．66％）を各地裁所在地の事   

件数ごとに判り撫り、介輝こ－ズのある牡判■数を賦暮したもの）  

※最もニーズが多くなると考えられる月曜日の午前中であっても、1人以上のニーズ  
が見込まれるのは東京、大阪など大都市圏の一部のみ。その他のほとんどの地域の  
ニーズは1人夫満と推計される。また、ニーズが低いと推計される火曜日以降は1人  
以上のニーズは見込まれていない。  
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（別紙6）  

介護をしている裁判員等について  

（最高裁判所作成）  

1． 介護をしている裁判員等カ、ら相談がなされる見込みlこついて  

裁判員制度は平成21年5月21日から始まりますが、平成20年12   

月上旬には、裁判員候補者名簿に登録された方に、その旨の通知が届きま   

す。この通知を受け取った方から、市区町村や裁判所に対して、介護をし   

ている場合にどのようにして裁判に参加するのかなどについて相談や問い   

合わせがあると考えられますので、そのような方から相談や問い合わせが   

あった際には、必要な情報を提供していただけるように御準備願います。  

また、平成21年7月ごろから、実際に裁判所に来ていただくお知らせ   

が裁判員候補者に届きますので、それ以降は、具体的な利用方法等につい   

て、相談や問い合わせがあると考えられます。  

2． 裁判員等から介護サービスの利用の申込みがされる時期の見込みについ   

三  

裁判員等が介護サービスを利用するまでの流れにつきましては、以下①   

ないし③のとおりです。   

① 地方裁判所は、裁判員候補者に対して、裁判所に出頭してもらう日（こ  

の日から介護サービスを利用する必要が生じます。）の6週間前までに、  

「選任手続期日のお知らせ（呼出状）」を送付します。  

（注） この段階で、裁判員候補者が介護サービスを利用する必要があ  

る日を認識することになり、辞退の申立てをするのか、あるいは  

介護サービスを利用して裁判に参加するのかなどの態度を決める  

ことになります。   

② 裁判員候補者から裁判所に対して、被介護者をヲ鄭ナて裁判に参加した  

いといった問い合わせがあった場合は、裁判所は、既存の介護サービズ  

を利用して、裁判員裁判に参加することができることを伝達するととも  

に、問い合わせ先（市区町村の担当窓口）の情報を提供します。   

③ この結果、裁判員候補者から市区町村の担当窓口に対して、介護サー  

ビス利用に関する相談がされることになるものと思われます。  

（注1） 裁判員候補者によっては、裁判所を介さずに、直接市区町村  

の担当窓口に相談することもあります。  

（注2） 実際に介護サービスを利用する場合のイメージについては，  

別系氏1をご参照ください。  
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（別紙6）  

3・牒引こ支給される日き引こついて  

裁判員候補者並びに裁判員及び補充裁判員には、日当として、それぞれ   

1日当たり8，000円以内又は1万円以内の金額が支給されますが、具   

体的な金額は選任手続や審琴等の時間に応じて裁判所が個別に決定する  

こととなっています。   

（注） 選任手続期日が午前中に終7し、裁判員に選任されなかった場合  

には、上記日当額の半額程度（4，000円前後）が支給されます。  
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